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あんぽなしニュース
安保法制違憲訴訟やまなし

会長　椎名慎太郎 /事務局長  金野 奉晴 　連絡先       　0551-46-2359　　　tk0612@plum.plala.or.jp URL： https://anponashi.jimdo.com/ 
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あんぽなし cafe

▼
「
窮
鼠
猫
を
噛

む
」
と
い
う
言
葉

が
あ
り
ま
す
が
、

内
閣
を
改
造
し
て

も
支
持
率
は
大
し

て
回
復
せ
ず
メ
ッ

キ
が
剥
が
れ
追
い

つ
め
ら
れ
た
暴
走

安
倍
政
権
は
、
何

を
す
る
か
わ
か
ら

な
い
危
険
性
が
よ

り
一
層
増
し
て
い

ま

す
。
▼
警
察

庁

の
来
年
度
の
概
算

要
求
額
で
は
「
テ

ロ
対
策
と
緊
急
事

態
へ
の
対
処
」
に

69
億
円
を
要
求
し

て
い
て
、
今
年
度

の
33
億
円
か
ら
倍

増
し
て
い
ま
す
。

▼
テ
ロ
対
策
の
名

目
で
「
共

謀

罪
」

法
を
全
面
的
に
施

行
し
よ
う
と
し
て

い
る
こ
と
は
明
ら

か
で
す
が
、
お
か

し
い
こ
と
は
お
か

し
い
、
違
憲
は
違

憲
だ
と
言
い
続
け

ま
し
ょ
う
。

(H.T)

  

記
者
会
見
４
社
が
取
材　

  

記
者
会
見
で
は
、
原
告
団

側
か
ら
は
、
椎
名
慎
太
郎
会

長
、
加
藤
啓
二
弁
護
団
長
、
金

野
奉
晴
事
務
局
長
ら
が
そ
れ
ぞ

れ
の
立
場
で
提
訴
に
つ
い
て
意
見

を
述
べ
ま
し
た
。

  

椎
名
会
長
は
、
そ
の
日
朝

打
ち
上
げ
ら
れ
た
北
朝
鮮
の

ミ
サ
イ
ル
問
題
に
も
触
れ
、
集

団
的
自
衛
権
行
使
を
具
体
化

し
た
違
憲
の
安
保
法
制
に
よ
っ

て
よ
り
危
険
が
増
し
、
そ
れ

が
煽
ら
れ
て
い
る
と
指
摘
し

ま
し
た
。
ま
た
加
藤
弁
護
団

長
は
、
同
類
の
訴
訟
が
全
国

で
24
件
起
こ
さ
れ
て
お
り
、
国

民
世
論
に
よ
っ
て
裁
判
も
影
響

を
受
け
る
、
よ
い
結
果
を
出

す
た
め
に
も
こ
の
訴
訟
運
動

を
大
き
く
盛
り
上
げ
よ
う
と

訴
え
ま
し
た
。

  

金
野
事
務
局
長
は
、
主
権

者
で
あ
る
我
々
が
、
憲
法
12

条
に
謳
わ
れ
た
不
断
の
努
力

に
よ
っ
て
権
利
行
使
を
怠
っ
て

は
な
ら
な
い
と
主
張
、
護
憲

勢
力
を
多
数
派
に
す
る
た
め
に

は
、
選
挙
で
勝
た
ね
ば
な
ら
な

い
と
力
説
し
ま
し
た
。

  

朝
日
新
聞
、
し
ん
ぶ
ん
赤

旗
、Y

B
S
 U

T
Y

の
4
社
が
取

甲府地裁へ怒りの提訴
　2016 年 11 月 29 日に安保法制違憲訴訟やまなしが設

立されてから、ちょうど 9 か月後の 8 月 29 日、甲府地

方裁判所へ訴状を提出しました。原告 180 名、賛同人

168 名、弁護団 12 名という堂々たる陣容で裁判に臨む

ことになります。

　当日は、午前 9時半に甲府地裁南側の中央公園に原告、

賛同者 50 名ほどが集まり、提訴前集会を開きました。

そして 10 時に裁判所に入場、訴状を提出しました。訴

状には、平和的生存権、人格権、新安保法制案の採決に

係わる決定権の侵害が骨子となって盛り込まれていま

す。この後、弁護士会館に移動し記者会見、さらに正午

より甲府駅前広場にてキックオフ集会が開催され、７０

名余りの参加者とともに今後の訴訟運動の躍進を確認し

合いました。なお、第一回口頭弁論は１２月１９日、午後３時の予定です。

傍聴をお願いします。　

　安倍「違憲」政権は、臨時国会冒頭解散を企図しています（９月１７日時点）。

護憲派を多数にさせるために「選挙で勝つ共闘」を全力で推し進めましょう。

材
し
、
全
社
が
報
道
し
ま
し

た
。U

T
Y

は
か
な
り
詳
し
く

丁
寧
な
放
映
、
赤
旗
は
翌
日

全
国
版
で
写
真
入
り
の
記
事

を
掲
載
し
ま
し
た
。

 

炎
天
下
、
盛
り
上
が
る

 

原
告
パ
ワ
ー　
　

  

キ
ッ
ク
オ
フ
集
会
は
初
め
と

終
わ
り
に
歌
が
入
り
、
猛
暑

日
、
炎
天
下
で
は
あ
り
ま
し

た
が
、
和
や
か
な
雰
囲
気
で

進
行
し
ま
し
た
。
民
進
、共
産
、

社
民
の
代
表
の
み
な
さ
ん
も
力

強
い
連
帯
の
ス
ピ
ー
チ
を
行
い
、

聴
衆
か
ら
共
感
の
大
き
な
拍
手

が
わ
き
ま
し
た
。

  

原
告
を
代
表
し
て
若
い
世

代
の
丹
治
絹
代
さ
ん
（
3
人

の
お
子
さ
ん
の
母
親
）
が
、

3.11
を
経
験
し
、
放
射
能
に
関

す
る
政
府
発
表
に
疑
念
を
抱

き
、
政
治
に
関
心
を
払
う
よ

う
に
な
っ
た
、
子
ど
も
た
ち

に
戦
争
の
な
い
未
来
を
残
し

た
い
と
時
折
涙
ぐ
み
な
が
ら

思
い
を
語
り
ま
し
た
。(

裏

面
に
続
く)

裁判所に入る弁護団と原告団 　



あ
ん
ぽ
な
し
あ
ん
ぽ
な
し コ

ラ
ム

2017 年 10 月 5 日 ( 木曜日 )　　あんぽなしニュース　2面
(

表
面
か
ら
の
続
き) 　
　

　
　
　

　
　

戦
争
を
体
験
さ
れ
た
田
中
鉄

夫
さ
ん
（
裏
面
の
コ
ラ
ム
、「
わ

た
し
の
原
告
宣
言
」
に
寄
稿
）

も
自
身
の
体
験
を
淡
々
と
語
り
、

そ
の
内
容
の
切
実
さ
に
参
加
者

は
胸
打
た
れ
ま
し
た
。

　

 

最
後
は
、「
勝
利
を
わ
れ
ら
に
」

を
高
ら
か
に
合
唱
。
英
文
歌
詞

の
中
に
、「
わ
た
し
た
ち
は
今
日
、

恐
れ
な
い
、
わ
た
し
た
ち
は
今

日
ひ
と
り
で
は
な
い
」
と
あ
り

ま
す
が
、
ま
さ
に
仲
間
た
ち
と

共
に
こ
の
裁
判
を
闘
う
に
ふ
さ

わ
し
い
集
会
と
な
り
ま
し
た
。

わ
た
し
の
原
告
宣
言　

子
・
孫
の
世
代
に

   

戦
争
の
火
種
を
な
く
し
た
い

田
中　

鉄
夫　
（
甲
府
市
羽
黒
町
）

　
　

私
は
１
９
４
３
年
１２
月
、
火
の

気
の
な
い
暗
闇
の
中
、
鉗
子
分

娩
で
鉗
子
が
右
目
に
入
っ
た
状
態

で
産
ま
れ
ま
し
た
。
灯
火
管
制

下
、
電
気
も
火
鉢
も
な
い
中
で

の
お
産
に
母
は
寒
く
て
震
え
が

止
ま
ら
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。

右
目
の
視
力
が
ゼ
ロ
で
あ
る
と

公
式
の
記
録
に
書
か
れ
た
時
、

小
学
生
に
な
っ
て
い
た
私
は

シ
ョ
ッ
ク
の
あ
ま
り
母
に
わ
け
を

聞
き
ま
し
た
。
寒
さ
と
不
安
に

震
え
る
中
、
道
具
を
使
っ
て
産

む
し
か
な
く
、
鉗
子
が
右
目
に

入
っ
て
し
ま
い
失
明
さ
せ
て
し

ま
っ
た
と
、
母
は
涙
な
が
ら
に

詫
び
ま
し
た
。
母
の
責
任
を
問

う
よ
う
な
気
持
ち
を
持
っ
た
こ

と
が
申
し
訳
な
く
、
聞
い
た
こ

と
を
悔
み
ま
し
た
。
以
後
出
生

に
ま
つ
わ
る
会
話
は
、
母
が
死

ぬ
ま
で
一
度
も
し
ま
せ
ん
で
し

た
。

　
　

戦
争
に
ま
つ
わ
る
も
う
一
つ
の

出
来
事
は
、
叔
母
が
治
安
維
持

法
に
よ
り
、
検
挙
・
投
獄
さ
れ

主権者国民として提訴は当然の行動です！ 
                                                  　事務局長 金野奉晴

　昨年 11 月、 安保法制違憲訴訟やまなしが設立され、 奇しくもちょうど 9 か月後の 2017 年 8 月 29 日に甲府地裁へ提訴の運びと

なりました。 これまでの道のりを振り返ると感無量です。 しかしながら立憲主義国としての日本の現状は憲法遵守義務者の

最高峰にある首相自ら憲法無視ともいえる違憲立法を再三繰り返し、 その無法状態を許す国会、 司法、 マスコミな

どが結果的に支援している有様です。 何という理不尽、 何という不甲斐なさでしょうか。

　この国の違憲審査権や違憲訴追権などの不備による憲法遵守システムの欠陥に怒りもせず 「勝訴の見込みはあ

るのかね？」 という賢者ぶった質問には 「立憲主義国に生きる者としてこの惨状に黙っているつもりですか？」 と切り

返し、 そして 「私たちは主権者国民として、 また未来を生きる子供たちへの大人の責任として、 当然の事を行うまでの

事だ」 と胸を張って言いたい。

北朝鮮をめぐる緊張と安保違憲訴訟
　　　　　　　　　　　　　　会長　椎名慎太郎

　北朝鮮の挑発が止まらない。 大陸間弾道弾の射程はすでにアメリカ本土の一部を捉えており、 6 回の核実験で核兵器も ICBM の
弾頭に載せられるほどに実用化 ・ 小型化したとされる。 われわれが考えている以上に、 北朝鮮を支援する国や勢力があり、 さまざまな
形で軍事技術が裏から提供されているのだ。
　いま我々が目の前にしているのは、 大国が核兵器を独占して世界平和をその威嚇で維持するという、 核拡散防止条約という体制
がもはや有効でないという現実、そして、お互いが究極兵器を持ち合って、どちらもそれを使えないから平和が保てるという「抑
止力」 という考え方が間違いだという事実だ。
  こうした動きがあると、 日米軍事同盟強化とか、 集団的自衛権というカッコつきの 「現実論」 が勢いを得て言い
出される。 私は、 北朝鮮がなぜここまで虚勢をはって核戦力を整備しているのかを細かく分析しないまま、 日本が戦
後守り続けてきた平和主義原則を捨て去る論議は早計であり、 ごまかしであると思う。 だからこそ、 安倍内閣が勝
手に解釈改憲をして米軍との連携強化を図った安保法制の違憲性を問う我々の安保違憲訴訟はとても重要なの
だ。 同時に、 今年 7 月に国連総会で成立した核兵器全面禁止条約によって、 遠からず、 「核による威嚇」 そ
のものが 「絶対悪」 であるという価値観を世界共通のものとなるだろうと期待している。 北朝鮮問題の解決はこの
延長上にのみ存在するはずだ。

て
１
９
３
５
年
５
月
、
２４
歳
１０
ヶ

月
の
若
さ
で
亡
く
な
っ
た
こ
と
で

す
。
１
年
半
囚
わ
れ
て
出
所
し
、

２０
日
後
に
は
死
亡
し
た
そ
う
で

す
。
拷
問
で
命
を
す
り
減
ら
し

た
と
思
い
ま
す
。
叔
母
は
中
国

へ
の
侵
略
に
反
対
し
平
和
な
日
本

を
願
い
、
真
っ
直
ぐ
に
生
き
た

か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
　

以
上
二
つ
の
出
来
事
は
、
国

の
戦
争
政
策
が
な
け
れ
ば
起
き

な
か
っ
た
こ
と
で
す
。
と
こ
ろ
が

今
、
安
倍
政
権
は
悪
法
を
次
々

強
行
、
戦
争
国
家
へ
と
突
き
進

ん
で
い
ま
す
。

　
　

わ
た
し
は
自
分
の
体
験
を
通

し
、
子
や
孫
の
世
代
に
再
び
戦

争
の
悲
劇
を
繰
り
返
え
さ
せ
な

い
、
そ
の
決
意
で
原
告
に
な
り

ま
し
た
。

元気いっぱいキックオフ集会

事務局からのお知らせ

★　第一回口頭弁論　１２月１９日（火）午後３時

　　甲府地裁の傍聴席をいっぱいにしましょう。

★　第１次原告募集は締め切りました。陳述書未提

　　出の方は、１１月末まで提出期限を延長しまし

　　たので、できるだけお書きください。

★　裁判を支えてくださる賛同人はいつでも募集し

　　ています。どうぞ、お問い合わせください。


